
施設の点検及び助言に対する反映報告 

令和５年６月５日 

１ 施設の概要 

施設の名称 鳥取県西部総合事務所新棟・米子市役所糀町庁舎 

主たる建築物の用途 事務所 

施設の地名地番 鳥取県米子市糀町１丁目１６０外 

構造 □木造 ■鉄骨造 □ＲＣ造 □その他（      ） 

階数 ４階建て 

延床面積（おおよそでも可） ３,６６９．７７㎡ 

建築年月日 （予定） 令和５年６月 

点検・助言時の段階  計画中 ・ 設計中 ・ 工事中 ・ 運営中  

点検・助言の実施時期 令和５年４月２０日 

 

２ 施設の整備又は運営に助言を反映した事項 

種別 助言の観点 概要 反映事項 

整備 視覚障がい者

への配慮 

・ピクトサインは大きく表示し、床からの高

さ 135ｃｍ程度に設置すること。（視覚障

がい者で、移動時の視線が低い方は、高

い位置のピクトサイン等を認知できな

い。） 

・一般男女トイレ入口、エレベーター

のピクトサインは A4 サイズ幅（20cm）

→B4 サイズ幅（26cm）へサイズ変更。 

・多目的トイレ自動ドアの車いすピクト

サインは B6 サイズ幅（12ｃｍ）→A3 サ

イズ幅（30ｃｍ）へ変更。 

・高さは上端を 210ｃｍから 200ｃｍに

10cm 下げることで、ピクトサインのサイ

ズアップと併せて相対的に視点がか

なり低くなるよう変更。（サインの前に

人がいると見えなくなるためこれ以上

低い位置への設置は不適当。） 

・各窓口の名称表示は低い位置に設置

すること。（床面に各窓口の番号を表示

する方法が望ましい。） 

使用材料の関係で床面への表示は

対応不可。鳥取県と米子市でカウンタ

ー上に表示する事で対応する。 

・手すりの上下端部は、段鼻又はスロー

プの始点から 45ｃｍ程度まで延長するこ

と。（新たな危険が生じない範囲内で） 

現状で手すりを４５cm 延長するとはみ

だし部分が大きくなり危険。スロープ

勾配等への影響もあり、設計当初から

組み込んでおくことが必要な内容。工

事の進捗状況により対応不可。 

・手すりの端部には点字を設け、階段等

の始点であることを表示すること。 

正面玄関スロープ部分の手摺に点字

を設置する。(別添①参照) 

・手すり端部は、視覚障がい者が衝突す

る恐れがあることから、手すり先端を折り

曲げるなどの安全性に配慮した形状とす

ること。 

手摺の端部は折れ曲がった仕様とし

ている。 

 肢体不自由者

他への配慮 

・一般トイレとバリアフリートイレの位置が

離れている場合は、バリアフリートイレの

位置を容易に認知できるよう、ピクトサイ

ンを大きく表示すること。 

多目的トイレ自動ドアの車いすピクト

サインは B6 サイズ幅（12ｃｍ）→A3 サ

イズ幅（30ｃｍ）へ変更する。 

・エレベーターの位置も同様に分かりや

すく表示すること。 

エレベーターの位置が分かりやすくな

る様、エレベーターのピクトサインを

A4 サイズ幅（20cm）から B4 サイズに

幅(26cm)にサイズ変更する。 



・トイレの内鍵はどのようなものか。使用中

の有無や容易に操作できる形態とするこ

と。 

多目的トイレは自動ドアでもあり、室外

より『開』ボタンを押すと扉が開き、入

室出来る。室内側から『閉』ボタンを押

すと、室外と室内側の『使用中』表示

が点灯し、扉が閉まり電気錠が施錠さ

れる。トイレ使用中は室外から扉を開

ける事は出来ない。室内側『開』ボタン

を押すと、室内外『使用中』ランプが消

灯し電気錠が開錠され、扉が開く。退

出後、室外側『閉』ボタンを押すと、扉

が閉鎖し、電気錠が施錠される。(別

添②参照) 

又、一般男女トイレ内の車椅子で使用

できるサイズの便房には床から 65cm

と 132cm の位置に 2 箇所鍵を取付け

る。 

・トイレ内の荷物掛けフックは、車いす使

用者も利用し易い高さに設置すること。 

荷物掛フックは、床面から 90cm と

160cm の高さに２か所取付ける。 

・腰掛便器に設ける L 型手すりの位置は

水平部分を便座面からの高さ 25 ㎝程

度、垂直部分を便座前端から 25 ㎝程度

離れた位置に設けること。また、Ｌ型手す

りの寸法は、縦横共に 75ｃｍ以上とするこ

と。 

腰掛便器の L 型手摺の位置は水平部

分を便座面から 22cm、垂直部分を便

座前面から 25cm の位置とする。(別添

③参照) 

設置予定の L 型手摺の外寸法は

73cm×73cm 程度のものとしている。

(別添③参照) いずれも概ね要望通り

の仕様となっている。 

・バリアフリートイレの紙巻き器は、Ｌ型手

すりの上下に配置する等、施設利用者の

様々なニーズを確認するなど配慮した高

さに設置すること。 

L 型手摺の上下に 1 ヶ所ずつ、計２カ

所取付ける仕様に変更する。（別添③

参照） 

 子育て世代へ

の配慮 

・車いす簡易便房内に設けるベビーチェ

アは腰掛便器の近傍に設置すること。 

1 階多目的トイレは腰掛便器の近傍に

設置する。２階及び３階の多目的トイ

レはスペースの都合上、対応不可。 

一般男女便所のベビーチェア(6 か所)

は全て腰掛便器の近傍設置に変更す

る。（別添④参照） 

 高齢者等への

配慮 

・各窓口に設ける来客用の椅子には背も

たれを設けること。 

鳥取県と米子市の調達什器にて対応

する。 

 その他 ・一般便房の出入口の有効幅員は、65 

㎝以上とすることが望ましい。 

設計幅員は 60cm であるが、設計通り

の仕様で製作に入っており、変更対

応不可。 

  ・一般便房(奥行 160 ㎝程度)が内開き戸

の場合は、利用者が便房内で倒れた時

等に倒れた利用者の体が障害となる恐

れがある。よって、利用者に配慮し外開き

が望ましい。(外開きであることを利用者

にわかるよう表示) 

若しくは、廊下部分を取込み便器前のス

ペースにゆとりある広さを確保し戸の開閉

動作に支障がないようにすることが望まし

い。 

一般便房の扉は通常時は内開きだ

が、非常時には外部より開錠し、かつ

扉が外側へ開く設計となっている。 

 



施設の点検及び助言に対する反映報告 
令和５年７月７日 

 
１ 施設の概要 

施設の名称 鳥取県西部犬猫センター 

主たる建築物の用途 畜舎（保健所、動物愛護施設） 

施設の地名地番 米子市皆生温泉３丁目１８−３ 

構造 ■木造 □鉄骨造 □ＲＣ造 □その他（      ） 

階数 平屋建て 

延床面積（おおよそでも可） 250.89㎡ 

建築年月日  令和５年９月 

点検・助言時の段階  計画中 ・ 設計中 ・ 工事中 ・ 運営中  

点検・助言の実施時期 令和５年５月２４日 

 

２ 施設の整備又は運営に助言を反映した事項 

種別 助言の観点 概要 反映事項 

整備 建築（歩車分離等） ・車の進入経路と、視覚障がい者の誘

導ブロック経路が重複しない計画と

すること。 

進入口について開口を６ｍか

ら８ｍに広げて、歩行者と車

の経路が分かれる幅に変更。 

車いす使用者他（車

いす使用者用駐車場

等） 

・車いす使用者用駐車場は、建物の玄

関に近接した位置に設けること。 

車いす使用者用駐車場を建物

に隣接した玄関近くの位置に

変更。 

視覚障がい者他（サ

イン、トイレ等） 

・ピクトサインは15㎝では小さい、よ

り大きく表示すること。 

ピクトサインを15cmよりも大

きいものに変更。 

・ピクトサインには文字を併記し、凹

凸により触知可能なサインや文字と

すること。 

ピクトサインを凹凸のあるも

のに変更。 

・トイレの各種設備、床、壁、サイン

は、色のコントラストが明確なもの

とすること。 

トイレの各種設備について

は、色のコントラストをつけ

る。 

高齢者他（トイレ

等） 

・男女トイレ内にL型手すりを設ける

こと。（半身まひ等の方が利用でき

るように、バリアフリートイレは右

側に男女トイレはそれぞれ左側にL

型手すりを設置することで、どちら

にも対応が可能となる） 

男女トイレ内にL型手すりを設

置。 

また、多目的トイレは両側に

手すりを設置。 

内部障がい者他（オ

ストメイト設備） 

・オストメイトパックの近くに服・荷

物掛け用のフックを3つ以上設ける

こと。 

多目的トイレのオストメイト

パック横に荷物掛け用のフッ

クを3つ設置。 

・オストメイトパックに近接した位置

にフィッティングボードを設置する

こと。 

多目的トイレのオストメイト

パックの隣壁面に折り畳み式

フィッティングボードを設

置。 

聴覚障がい者他（回

転灯、案内等） 

・聴覚障がい者への緊急情報の伝達の

ための設備（回転灯等）を案内設備

付近だけでなく、トイレ、研修室、

猫展示室にも整備すること。 

回転灯をトイレに設置を検討

（猫展示室はスタッフが同席

する場合しか使用しないた

め、緊急情報はスタッフから



伝達する） 

・筆談マークや手話マークを総合案内

等で表示すること。 

総合案内に筆談マーク及び手

話マークを表示する。 

子育て世代等（子ど

も用便座、洗面台） 

・子ども用便座（可搬）を設け、設置

されている場所が分かるように、サ

インを表示すること。 

各トイレに子供用便座（可

搬）を設置する。また、設置

場所には表示を行う。 

・子どもや低身長の方が利用しやすい

よう、洗面台のうち1台は低い高さ

に設けること。 

子どもや低身長の方が洗面所

使用の際に使える台を準備

し、希望される方に貸し出せ

るようにする。（台の常設は躓

く危険性があるため行わな

い） 

 



施設の点検及び助言に対する反映報告 

  令和５年９月１３日 
 

１ 施設の概要 

施設の名称 （仮称）道の駅北条公園 

主たる建築物の用途 道の駅、公衆便所 

施設の地名地番 東伯郡北栄町国坂１５２５－９２ほか 

構造 ■木造 ■鉄骨造 □ＲＣ造 □その他（      ） 

階数 平屋建て 

延床面積（おおよそでも可） 約1,700㎡ 

建築年月日 （予定） 令和５年９月 

点検・助言時の段階  計画中 ・ 設計中 ・ 工事中 ・ 運営中  

点検・助言の実施時期 令和５年５月２４日 

 
２ 施設の整備又は運営に助言を反映した事項 

種別 助言の観点 概要 反映事項 

整備 視覚障がい者他 

（スロープ手すり） 

・手すりの上下端部は、スロープの始

点から30ｃｍ程度まで延長するこ

と。スロープの手すりは両側に設け

ること。 

・手すりを設置する場合は、

左記を反映させたものとす

る。 

視覚障がい者他 

（サイン等） 

・ピクトサインは大きく表示し、床か

らの高さ135ｃｍ程度に設置するこ

と。（視覚障がい者で、移動時の視

線が低い方は、高い位置のピクトサ

イン等を認知できない。） 

・対応する。 

・サインや案内板は、コントラストを

つけること。 

・対応する。 

・トイレの配置を示す案内板は、個室

内の設備や機能について表記し、凹

凸により触知可能なものとするこ

と。 

・対応する。 

・南エリア主入り口である風除室１付

近に総合案内板を設けること。 

・風除室１付近に呼び出しボ

タンを設置し、総合案内板

へ案内する。 

視覚障がい者他 

（ガラスドア等、経

路） 

・自動ドア等のガラスに衝突防止のマ

ークを設けること。 

 

・対応する。 

・南エリアの道等から物販店及びレス

トランの出入口まで、誘導ブロック

等を敷設し、視覚障がい者が安全に

通行できる経路を計画すること。 

・道等からトイレ及び物販店

の出入口までの経路につい

て、誘導ブロック等を敷設

する計画としている。 

・一方で、物販店の出入口か

らレストランの出入口まで

の経路は、レストランに至

る屋根付きスペースを屋外

売場として活用する計画が

あり、誘導ブロックを設置



しても視覚障がい者の安全

な通行を確保することが難

しいため、誘導ブロックは

敷設しない。このため、風

除室１付近に設置する呼び

出しボタンにより、レスト

ランへの案内を行うことと

する。 

内部障がい者他 

（オストメイト設

備） 

・オストメイト用設備の近くに服・荷

物掛け用のフックを３つ以上設ける

こと。 

・対応する。 

・フィッティングボードは、オストメ

イト用設備に近接した位置に設置

し、鏡を設けること。 

・対応する。 

福祉 

（貸出用車いす） 

・貸出用車椅子を配備し、車いすが貸

出し可能であることや、配置場所に

ついて分かりやすく掲示すること。 

・対応する。 

子育て世代 

（子ども用便座等） 

・子ども用便座（可搬）を設け、設置

されている場所が分かるように、サ

インを表示すること。 

・対応する。 

・便房内の施錠は、２箇所設け、１箇

所は子供の届かない位置に設けるこ

と。 

・対応する。 

高齢者他 

 (車いす使用者用駐

車場) 

・北エリアのトイレ前の車いす使用者

用駐車場の台数を２台以上とする

か、別途ハートフル駐車場を整備す

ること。 

・対応する。 

運営 視覚障がい者他 

（情報発信等） 

・情報発信コーナーやＨＰ等での情報

発信（映像等含む）においては、音

声読上げ、色のコントラストに配慮

した表示、字幕等に対応したものと

すること。 

・指定管理者と協議の上、対

応する。 

視覚障がい者他 

 (補助犬の同伴) 

・施設内への補助犬の同伴を認めるこ

とが望ましい。 

・指定管理者と協議の上、対

応する。 

 



施設の点検及び助言に対する反映報告 

  令和５年１０月２日 
 

１ 施設の概要 

施設の名称 青谷かみじち史跡公園展示ガイダンス施設 

主たる建築物の用途 博物館（青谷かみじち史跡公園の案内施設） 

施設の地名地番 鳥取市青谷町吉川１７ 

構造 ■木造 □鉄骨造 ■ＲＣ造 □その他（      ） 

階数 
ガイダンス棟：平屋建て 

重要文化財棟：３階建て 

延床面積（おおよそでも可） 2,042㎡ 

建築年月日  令和５年２月 

点検・助言時の段階  計画中 ・ 設計中 ・ 工事中 ・ 運営中  

点検・助言の実施時期 令和５年５月２４日 

 
２ 施設の整備又は運営に助言を反映した事項 

種別 助言の観点 概要 反映事項 

整備 視覚障がい者
他 （ サ イ ン
等） 

 

① ピクトサインは大きく表示し、床
からの高さ 135ｃｍ程度に設置す
ること。（視覚障がい者で、移動
時の視線が低い方は、高い位置の
ピ ク ト サ イ ン 等 を 認 知 で き な
い。） 

② エレベーターのボタンは、コント
ラストをつけ、視認性を高くする
こと。 

③ 誘導ブロックは床面とのコントラ
ストをつけること。 

① 設置済のピクトサインについ
て、当事者の利用状況を確認
し、令和７年度までに設置を検
討。 

② 福祉団体との協議を経て視認性
を高いものを設置済み 

③ 視覚障がい者団体と協議の上で
設置済み 

車椅子使用者
他（動線等） 

 

④ 展示スペースの通路幅は、１.５ｍ
以上確保すること。（人と車椅子
使用者がすれ違える寸法） 

④確保済み 

高齢者他（ボ
タ ン 、 サ イ
ン、家具等） 
 

⑤ トイレの洗浄ボタンは、高齢者で
も分かりやすいように文字で大き
く表示すること。 

⑥ トイレ等の案内は、ピクトサイン
だけではなく、大きく文字でも表
示すること。 

⑦ 車いす使用者用駐車場の近くに
は、ベンチを設置すること。 

⑧ ソファ等は転倒防止のために背も
たれのあるものを設置すること。 

➄洗浄ボタンをウオッシュレット
ボタンから独立させた上で、色
のコントラストをつけた分かり
やすいボタンを設置済み。 

⑥開館後に利用状況をみて令和７
年度までに設置を検討 

⑦設置を検討中。 
⑧館内のソファには背もたれはな

いが、一部を壁面に接して設置
す る な ど 、 転 倒 防 止 に 配 慮 す
る。 

内部障がい者
他（オストメ
イト設備） 

⑨オストメイト用設備の近くに服・荷
物掛け用のフックを 3 つ以上設ける
こと。 

➈現在フックは、２つ設置済みの
ため、令和５年度に１つの追加
設置対応ができないか検討中。 

運営 
 
 
 

聴覚障がい者
他（フラッシ
ュライト、案
内等） 

⑩ 筆談マークや手話マークを総合案
内等で表示すること。 

⑩ 指定管理と協議の上表示を行う
予定。 



視覚障がい者
他（展示等） 

 

⑪ 映像展示は、音声解説を利用でき
るよう整備すること。 

⑫手で触れて鑑賞できる展示も設ける
こと。 

⑪ 人的サポートで対応する。 

⑫ ハンズオン展示を複数設置。 

検討 
 
 

車椅子使用者
他（動線等） 

 

⑬スロープの途中に踊り場を設けるこ
と。（車椅子使用者等が一時休憩で
きるようにする。） 

⑬ 鳥取県福祉のまちづくり条例の
施設整備の基準に沿い設置済
み。 

 



施設の点検及び助言に対する反映報告 

  令和６年１月９日 
１ 施設の概要 

施設の名称 水木しげる記念館 

主たる建築物の用途 美術館 

施設の地名地番 境港市本町５ 

構造 □木造 ■鉄骨造 □ＲＣ造 □その他（      ） 

階数 ２階建て 

延床面積（おおよそでも可） １,６８０㎡ 

建築年月日 （予定） 令和５年６月 

点検・助言時の段階  計画中 ・ 設計中 ・ 工事中 ・ 運営中  

点検・助言の実施時期 令和５年３月２８日 

 

２ 施設の整備又は運営に助言を反映した事項 

種別 助言の観点 概要 反映事項 

整備 

視覚障がい者他（階段

手すり） 
・階段の手すりは、踊り場も含めて両側に設置し、踊り 

場と連続させるととにも、手すりの上下端部は、段鼻か 

ら延長させ、端部は、点字を表示し、形状を壁側に折曲 

げた形状又は壁に接地させること。 

・手摺り端部及び段鼻には、コントラストをつけて識別 

しやすくすること 

手摺は両側に設置し

手摺端部には壁面側

に折曲げし点字を表

示します。 

手摺端部及び段鼻に

はコントラストを付

けます。 

視覚障がい者他（便

所） 

男女別の便所は、出入口の三方枠に男女別の配色とし、 

識別しやすくするとともに、サイン表示をＡ４又はＢ５ 

サイズ以上として、床からの高さ135ｃｍ程度に設置す 

ること。（Tokyo 2020 アクセシビリティー・ガイドライ 

ンを参照） 

男女別の出入口は男

女別の配色、サイン

表示はB5サイズと

し、高さ135cm程度に

設置します。 

子育て世帯（便所） 便房内の施錠は、２箇所設け、１箇所は子供の手の届か 

ない位置に設けること。 
バリアフリートイレ

には施錠を２ヶ所設

け、子供の手が届か

ない位置にも設置し

ます。 

子育て世帯（便所） 便所の洗面台は、子供が使用できる高さの洗面台を設置 

すること。 

子供が使用出来る洗

面台を男女１ヶ所設

置します。 

視覚障がい者（玄関ガ

ラス戸） 

玄関が透明ガラスであるため、衝突防止シールなどでガ 

ラスを識別できるようにすること。 

衝突防止シールを貼

り付けます。 

視覚障がい者（避難ル

ート） 

避難経路は、利用者が識別できるように経路を表示し、 

誘導灯の掲示は、カラーユニバーサルデザインを考慮す 

ること。 

避難経路は、利用者

が識別できるように

誘導灯を設置しま

す。 

運営 

視覚障がい者他（展示

物の説明） 

視覚障がい者が展示を鑑賞できるようアートコミュニケ 

ーター等の人材育成・活用、育成が望ましい。（境港妖 

怪検定の合格者などが案内・説明できるとよい。） 

人材育成及び境港妖

怪検定合格者の活用

をしていきます。 

車いす使用者他（２階

からの避難） 
停電すると２階から避難できないので、施設運営におい 

て、非常時対応のため避難訓練を定期に実施すること。 

（施設職員、車いす利用者を避難させる方法を経験する 

等） 

避難訓練を定期的に

実施します。 

 



施設の点検及び助言に対する反映報告 

令和７年１月 23 日 

１ 施設の概要 

施設の名称 本・織り機・喫茶 モノローグから 
主たる建築物の用途 飲食店（ブックカフェ） 
施設の地名地番 鳥取市今町２丁目２１８ OFFICE２４ １階 
構造 □木造 ■鉄骨造 □ＲＣ造 □その他（      ） 
階数 １階部分/２階建て 
延床面積（おおよそでも可） 約３７㎡（用途変更部分） 

建築年月日 （予定） 令和６年７月１５日 
点検・助言時の段階  計画中 ・ 設計中 ・ 工事中 ・ 運営中  
点検・助言の実施時期 令和６年６月１０日 

 
２ 施設の整備又は運営に助言を反映した事項 

種別 助言の観点 概要 反映事項 

整備 視 覚 障 が い 者 他
（玄関ドア） 

・玄関ガラスには衝突防止のシール等を設け
たほうが良い。 

・シールを設置した。 

 

肢 体 不 自 由 者 他
（玄関ドア） 

・引き⼾とする⼜はインターホンで呼び出せ
るようにしたほうが良い。 

・開店時に押せる呼び出
しボタンを設置した。 

 

視 覚 障 が い 者 他
（メニュー） 

・カラーユニバーサルデザインに配慮したも
のが良い。  

・写真を付ける場合は、写真のキャプションを
記載したものが良い。  

・音声コードやＱＲコード等で、スマートフォ
ン等で音 声読み上げ可能なものが良い。  

・音声コード横に、位置を示す切欠き加工を施
したものが良い。 

・メニューブックはモノ
クロ、写真なしで作
成。今後、写真を付け
たメニューブックを作
成する場合は写真のキ
ャプションを掲載予
定。 

・メニュー変更がたびた
びあること、注文はレ
ジカウンターで最初に
行うことから、音声コ
ード等ではなく、店員
が読み上げて対応す
る。 

 

 視 覚 障 が い 者 他
（サイン） 

・サインは視野に入りやすい位置（高さ１３０
ｃｍ以下程度）に設けたほうが良い。 

・発達障がい者は、文字以外（絵など）が望ま
しい。 （県立図書館を参考） 

・手すりのあるなしを絵
でも表したトイレドア
のサインを130cm以下に
移動。 

・マップ入りの利用案内
を入口付近に設置し
た。（掲示用と持ち運び



用） 

建築（サイン） ・補助犬同伴可能であることを示すサインを
入口に表示したほうが良い。 

・営業中に出す看板代わ
りのものに補助犬ステ
ッカーを設置した。 

 

肢 体 不 自 由 者 他
（トイレ） 

・少なくとも１つは車いす使用者が利用でき
るよう整備することが望ましい。（正面から
の移乗も可能。）  

・少なくとも１つは、引き⼾としたほうが良
い。  

・手すりを設けたほうが良い。しっかりと握っ
たときに親指と他の指先が軽く重なる程度
が適切であり、直径は28㎜〜32㎜程度、触感
の良い木製、樹脂被覆製のものが望ましい。 

・手すりとスイッチ類は離して設置するほう
が望ましい。  

・手すりの位置として以下の内容が望ましい。
縦手すりは、便器の先端から250〜300㎜程度
前方の側面の壁に設置。縦手すりの上端は利
用者の肩の高さより100㎜程度上方まで、下
端は横手すりの高さまでとし、⻑さの目安は
800㎜程度。横手すりは便器の中心線から左
右に350㎜振り分けた左右対称の位置に同じ
高さで設 置。取り付け高さは、便器の高さ
から220〜250㎜程度上方とする。  

・ペーパーホルダーは、便座先端部分より0〜
150㎜程度前方で、便座面から150〜400㎜程
度上方に取り付けるのが望ましい。 

 

・２つのトイレのうち１
つを引き⼾とし、手す
りの設置など、助言に
対応したものとした。 

 

 建築、視覚障がい
者（本棚） ※本の
種 別 に よ る 分 か
りやすい本棚 の
エリア分け 

・本棚にコントラストを設けて区分を設けて
はどうか。 （カラーテープ等） 

 ・POPを見やすい位置に設置した方が良い。ま
た、文字を太くし、文字と背景の色は、彩度
の低いもの同士を組み合わせず、彩度の高い
色同士もしくは、彩度の高いものと低いもの
を組み合わせるのが望ましい。 

・本棚の種類がわかる絵
入りの見出しを色違い
で上部に設置。見えや
すい高さにも各列一か
所、細⻑いサインを色
違いで設置。 

・マップ入りの利用案内
を入口付近に設置し
た。（掲示用と持ち運び
用） 

 

 建築(壁) ・内壁にせっこうボードを使用している場合、
衝撃に弱いため、フットサポートの高さに合

・石膏ボード部分はほぼ
なし。 



わせて幅木を４〜５段分張り上げるのが望
ましい。高さは350㎜程度。 

 

 肢体不自由者、高
齢者他（家具） 

・椅子は背もたれのあるものが良い。（体幹が
弱い方もいるので）  

・椅子は可動のものが良い。  

・全ての家具の整備が難しい場合は、好きな席
を選べるよう分散配置したほうが良い。（ボ
ックス席は高齢者は利用しにくい） 

 

・椅子は背もたれ付き
で、可動式のものとし
た。 

・ボックス席はなし。 

 視 覚 障 が い 者 他
（点字、誘導ブロ 

ック） 

・店内に点字、誘導ブロックを敷設する場合、
凸部分の高さは、2.5㎜望ましい。(通常は
5mm） 

・設置なし。ソフト面で
対応する。 

運営 肢 体 不 自 由 者 他
（本棚） 

・本を置く位置は、手の届く範囲が望ましい。
上段に置く場合は、店員が介助するなどソフ
ト面で対応すること。 

・本棚は床から20cm〜180

㎝までに設置。手に取
れない場合はソフト面
で対応する。 

 

 肢 体 不 自 由 者 他
（織り機） 

・織り機は、手だけで織れるもの等ユニバーサ
ルデザインに配慮したものが望ましい。 

・足を使う織り機のほか
に手だけで織れる折り
機も入手したが、習得
に年数がかかる見込み
で、現在は稼働してい
ない。 

 

 視 覚 障 が い 者 他 

(補助犬の同伴) 

・施設内への補助犬の同伴にも配慮したほう
が良い。 

・同伴可能。全国盲導犬
施設連合会よりいただ
いた盲導犬パンフレッ
トと広報用パンフレッ
トを閲覧本コーナーに
配置した。 

 

 


